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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽光発電装置と組合わせた場合に、売電の効
率を向上させることが可能な貯湯式給湯機を提供する。
【解決手段】貯湯式給湯機１は、ヒートポンプユニット
、貯湯タンク、制御装置等を備え、太陽光発電装置４０
、分電盤４２、ＨＥＭＳコントローラ４３等と共にソー
ラーシステムを構成する。分電盤４２は、電力会社５０
及び太陽光発電装置４０から供給される電力を貯湯式給
湯機１等の電気機器に分配する機能と、太陽光発電装置
４０により発電した電力を売電する機能とを備えている
。制御装置は、時間帯別の買電料金及び売電料金に関す
る情報を含む電気料金情報と、天候及び日照時間帯に関
する情報を含む気象情報と、給湯の有無に関する情報を
含む給湯情報のうち少なくとも１つの情報に基いて、沸
き上げ運転の実行時間帯を太陽光発電が可能な時間帯と
重複しないように補正する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電を実行する太陽光発電装置及び他の外部電源から給電されることにより温水
を加熱することが可能な加熱装置と、
　前記加熱装置により加熱された温水を貯湯する貯湯タンクと、
　前記貯湯タンクに貯湯された温水を外部に給湯する給湯回路と、
　前記加熱装置により加熱した温水を前記貯湯タンクに貯湯する沸き上げ運転を買電料金
が割安な電力割安時間帯中に実行する制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、
　前記貯湯タンクの貯湯状態に基いて前記沸き上げ運転を実行すべき時間長を算出し、当
該時間長の算出結果に基いて前記沸き上げ運転を前記電力割安時間帯中に開始及び終了す
る沸き上げ制御手段と、
　前記沸き上げ制御手段により設定された前記沸き上げ運転の実行時間帯を補正する手段
であって、時間帯別の買電料金及び売電料金に関する情報を含む電気料金情報と、天候及
び日照時間帯に関する情報を含む気象情報と、前記給湯回路による給湯の有無に関する情
報を含む給湯情報のうち少なくとも１つの情報に基いて、前記沸き上げ運転の実行時間帯
を補正する沸き上げ時間帯補正手段と、
　を備えた貯湯式給湯機。
【請求項２】
　前記電気料金情報と前記気象情報とに基いて前記電力割安時間帯中に前記太陽光発電が
可能であるか否かを判定する太陽光発電判定手段を備え、
　前記沸き上げ時間帯補正手段は、前記電力割安時間帯中に前記太陽光発電が可能である
と判定された場合に、前記沸き上げ運転の実行時間帯を前記太陽光発電の開始時刻よりも
早い時間帯に補正する構成としてなる請求項１に記載の貯湯式給湯機。
【請求項３】
　前記沸き上げ時間帯補正手段は、前記太陽光発電による売電の効率が最大となる売電適
合時間帯を前記電気料金情報に基いて算出し、前記売電適合時間帯に対して前記沸き上げ
運転の実行時間帯が重複しないように当該実行時間帯を補正する構成としてなる請求項１
または２に記載の貯湯式給湯機。
【請求項４】
　前記沸き上げ時間帯補正手段は、前記沸き上げ制御手段により前記沸き上げ運転の実行
時間帯が設定された後に前記貯湯タンクの貯湯量が減少した場合に、前記沸き上げ運転の
開始時刻を早くして当該沸き上げ運転の実行時間を延長する構成としてなる請求項１乃至
３のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項５】
　前記沸き上げ運転の実行中に前記貯湯タンクの貯湯量が減少した場合に、前記沸き上げ
運転による温水の生成能力を高く変更する沸き上げ能力変更手段を備えてなる請求項１乃
至４のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項６】
　前記沸き上げ運転の終了後に前記貯湯タンクの貯湯量が減少した場合に、前記電力割安
時間帯中に限って追加の沸き上げ運転を実行する沸き上げ追加手段を備えてなる請求項１
乃至５のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項７】
　前記気象情報の過去の履歴データから推定した前記太陽光発電の開始時刻と前記太陽光
発電の実際の開始時刻との差異に基いて当該太陽光発電の開始時刻を推定する推定手段を
備え、
　前記沸き上げ時間帯補正手段は、前記沸き上げ運転が前記太陽光発電の実行可能な時間
帯と重複しないように、前記沸き上げ運転の実行時間帯を前記推定手段の推定結果に基い
て補正する構成としてなる請求項１乃至６のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項８】
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　前記沸き上げ時間帯補正手段は、前記気象情報を使用せずに前記太陽光発電の実行時間
帯の過去の実績に基いて前記沸き上げ運転の実行時間帯を補正する構成としてなる請求項
１乃至７のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項９】
　請求項１乃至８のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機と、
　前記太陽光発電装置と、
　前記太陽光発電装置及び他の外部電源から前記貯湯式給湯機に給電する機能と、前記太
陽光発電装置により発電した電力を外部に売電する機能とを有する電力分配装置と、
　少なくとも前記太陽光発電装置の作動に関連した情報を前記貯湯式給湯機に出力する情
報出力手段と、
　を備えたソーラーシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温水を加熱して貯湯する貯湯式給湯機、及び、太陽光発電装置と貯湯式給湯
機の運転を連携させることが可能なソーラーシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術として、例えば特許文献１に記載されているように、温水を加熱して貯湯、給
湯及び浴槽の湯張り等を実行することが可能な貯湯式給湯機が知られている。また、従来
技術では、例えばＨＥＭＳ（Home Energy Management System）と呼ばれる電力制御装置
を用いて、家全体におけるエネルギの需給を管理し、電力の効率的な利用を促進するシス
テムを構築している。また、このようなシステムの一例として、太陽光発電により発電し
た電力を電力会社に供給（売電）し、電力会社の発電負荷を軽減することを目的としたシ
ステムが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１６３２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術では、例えば貯湯タンク内の湯を加熱する（沸き上げる）沸き上げ運転を電気
料金が安い深夜時間帯に実行し、昼間には沸き上げ運転を実行しない制御が一般的である
。しかしながら、深夜に沸き上げた湯を昼間使用するというサイクルは、放熱により温度
低下、即ち、エネルギの損失が生じ易いので、ＡＰＦ（通年エネルギ消費効率）が低下す
る虞れがある。このため、従来技術のシステムでは、深夜時間帯の終了直前に沸き上げ運
転が完了するように沸き上げ運転の開始時間を制御し、放熱を抑制してＡＰＦを高くする
制御を採用していることが多い。
【０００５】
　一方、ＨＥＭＳを利用した太陽光発電売電システムでは、給湯機等のような一部の機器
により電力を消費していると、太陽光発電により得られた余剰電力を売電することができ
ないという制約がある。このため、従来技術では、例えば日の出時刻が深夜時間帯の終了
前に到来する場合等に、日が差してきたとしても、深夜時間帯（即ち、沸き上げ運転）が
終了するまで売電を行うことができないという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、太陽光発電装置と組合
わせた場合に、売電の効率を向上させることが可能な貯湯式給湯機を提供することを目的
とする。また、本発明は、太陽光発電装置と貯湯式給湯機とを効率よく連携させることが
可能なソーラーシステムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る貯湯式給湯機は、太陽光発電を実行する太陽光発電装置及び他の外部電源
から給電されることにより温水を加熱することが可能な加熱装置と、加熱装置により加熱
された温水を貯湯する貯湯タンクと、貯湯タンクに貯湯された温水を外部に給湯する給湯
回路と、加熱装置により加熱した温水を貯湯タンクに貯湯する沸き上げ運転を買電料金が
割安な電力割安時間帯中に実行する制御装置と、を備え、制御装置は、貯湯タンクの貯湯
状態に基いて沸き上げ運転を実行すべき時間長を算出し、当該時間長の算出結果に基いて
沸き上げ運転を電力割安時間帯中に開始及び終了する沸き上げ制御手段と、沸き上げ制御
手段により設定された沸き上げ運転の実行時間帯を補正する手段であって、時間帯別の買
電料金及び売電料金に関する情報を含む電気料金情報と、天候及び日照時間帯に関する情
報を含む気象情報と、給湯回路による給湯の有無に関する情報を含む給湯情報のうち少な
くとも１つの情報に基いて、沸き上げ運転の実行時間帯を補正する沸き上げ時間帯補正手
段と、を備えるものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、太陽光発電装置の発電時間を十分に確保し、発電した電力を電力会社
等に効率よく売電することができる。従って、太陽光発電装置と組合わせた場合に、売電
の効率を向上させることが可能な貯湯式給湯機を提供することができる。また、太陽光発
電装置と貯湯式給湯機とを効率よく連携させることが可能なソーラーシステムを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１による貯湯式給湯機のシステム構成を示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１によるソーラーシステムを示す構成図である。
【図３】本発明の実施の形態１において、制御装置により実行される制御の一例を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　以下、図１乃至図３を参照して、本発明の実施の形態１について説明する。図１は、本
発明の実施の形態１による貯湯式給湯機のシステム構成を示す構成図である。この図に示
すように、貯湯式給湯機１は、加熱装置としてのヒートポンプユニット２と、タンクユニ
ット３とを備えている。ヒートポンプユニット２は、圧縮機、水冷媒熱交換器、膨張弁及
び空気熱交換器が冷媒循環配管により環状に接続されたもので、後述の太陽光発電装置４
０及び電力会社５０から給電されることにより作動する。ヒートポンプユニット２は、タ
ンクユニット３から導入される低温水と、冷媒循環配管を流れる高温な冷媒との間で熱交
換を行うことにより、低温水を加熱して高温水を生成するものである。
【００１１】
　タンクユニット３は、貯湯タンク４、循環ポンプ５、流路切換弁８、給湯混合弁１２及
び風呂混合弁１３等を備えている。貯湯タンク４は、ヒートポンプユニット２により加熱
した高温水を貯湯するもので、密閉型のタンクにより構成されている。貯湯タンク４の下
部には、流出口４Ａ、流入口４Ｂ及び戻し口４Ｃが設けられ、貯湯タンク４の上部には、
出入口４Ｄが設けられている。貯湯タンク４には、上部から高温水が流入し、下部から低
温水が流入することにより、上部側に高温水が滞留し、下部側に低温水が滞留した温度成
層が形成される。なお、本明細書において、「湯水」とは湯または水を意味し、「高温水
」とは、貯湯タンク４の上部に滞留する温水またはこれと等温の温水を意味している。ま
た、「低温水」とは、貯湯タンク４の下部に滞留する水もしくはこれと等温の水、または
後述の給水配管１０から供給される水道水、井戸水等を意味し、高温水よりも低い温度を
有している。
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【００１２】
　循環ポンプ５は、ヒートポンプユニット２と貯湯タンク４との間に湯水を循環させるも
ので、ヒートポンプ往き配管６の途中に設けられている。ヒートポンプ往き配管６は、貯
湯タンク４の流出口４Ａとヒートポンプユニット２の流入側とを接続している。ヒートポ
ンプユニット２の流出側は、ヒートポンプ戻り配管７を介して流路切換弁８の流入ポート
に接続されている。流路切換弁８は、湯水の流路を切換えるもので、例えば１個の流入ポ
ートと２個の流出ポートとを有する電磁駆動式の三方弁等により構成されている。流路切
換弁８の一方の流出ポートは、タンク上部戻し配管９を介して貯湯タンク４の出入口４Ｄ
に接続されている。また、流路切換弁８の他方の流出ポートは、他の配管等を介して貯湯
タンク４の戻し口４Ｃに接続されている。
【００１３】
　一方、貯湯タンク４の流入口４Ｂには、給水配管１０が接続されている。給水配管１０
は、減圧弁１１を介して水圧を調整した低温水を貯湯タンク４、給湯混合弁１２及び風呂
混合弁１３に供給するものである。給湯混合弁１２と風呂混合弁１３とは、それぞれ電磁
駆動式の三方弁等により構成され、２個の流入ポートと２個の流出ポートとを有している
。これらの混合弁１２，１３の一方の流入ポートは、給湯配管１４を介して貯湯タンク４
の出入口４Ｄに接続されている。また、混合弁１２，１３の他方の流入ポートは、給水配
管１０に接続されている。さらに、給湯混合弁１２の流出ポートは、外部給湯配管１５を
介して給湯栓、シャワー等の給湯対象に接続されており、風呂混合弁１３の流出ポートは
、風呂給湯配管１６を介して浴槽（図示せず）に接続されている。
【００１４】
　給湯混合弁１２は、ヒートポンプユニット２及び貯湯タンク４から給湯配管１４を介し
て供給される高温水と、給水配管１０から供給される低温水とを混合し、所望温度の温水
を外部給湯配管１５から給湯対象に供給する。また、風呂混合弁１３は、同じく高温水と
低温水とを混合した所望温度の温水を、風呂給湯配管１６から浴槽に供給する。なお、本
実施の形態において、給湯混合弁１２、風呂混合弁１３、給湯配管１４、外部給湯配管１
５及び風呂給湯配管１６は、貯湯タンク４に貯湯された温水を外部に給湯する給湯回路の
一例を構成している。
【００１５】
　次に、貯湯式給湯機１の制御系統について説明する。貯湯式給湯機１は、貯湯タンク４
の温度を検出する複数個のタンク温度センサ２０を備えている。なお、図１では、３個の
タンク温度センサ２０を例示している。これらの複数個のタンク温度センサ２０は、上下
方向の異なる位置で貯湯タンク４に取付けられており、貯湯タンク４内の温度分布を検出
することが可能となっている。また、貯湯式給湯機１は、ヒートポンプユニット２に流入
する湯水の温度を検出する流入温度センサ２１と、ヒートポンプユニット２から流出する
湯水の温度を検出する流出温度センサ２２と、外気温度を検出する外気温センサ２３とを
備えている。さらに、図示は省略したが、貯湯式給湯機１は、外部給湯配管１５を流れる
温水の温度を検出する給湯温度センサ、流量を検出する給湯流量センサ、風呂給湯配管１
６を流れる湯水の温度を検出する風呂給湯温度センサ、流量を検出する風呂給湯流量セン
サ等を備えている。
【００１６】
　また、タンクユニット３には、貯湯式給湯機１の作動状態を制御する制御装置３０が搭
載されている。制御装置３０は、例えばＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性メモリ等からなる記憶
回路と、記憶回路に記憶されたプログラム等に基いて所定の演算処理を実行する演算処理
装置（ＣＰＵ）と、演算処理装置に対して外部の信号を入出力する入出力ポートとを備え
ている。制御装置３０の入力側には、前述した各種のセンサが接続されている。制御装置
３０の出力側には、ヒートポンプユニット２の圧縮機、流路切換弁８、給湯混合弁１２及
び風呂混合弁１３を含む各種のアクチュエータが接続されている。
【００１７】
　また、制御装置３０は、貯湯式給湯機１に備えられたリモコン３１と通信可能に構成さ
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れている。リモコン３１は、貯湯式給湯機１のユーザ等により操作されるもので、貯湯式
給湯機１の運転形態を切換えたり、目標給湯温度等の設定等を行うものである。制御装置
３０は、リモコン３１等により行われた操作及び設定と、各センサの出力とに基いて各ア
クチュエータを駆動することにより、貯湯式給湯機１の作動状態を制御し、その運転形態
を切換える。なお、運転形態の具体例については後述する。
【００１８】
　次に、図２を参照して、貯湯式給湯機１を含むソーラーシステムについて説明する。図
２は、本発明の実施の形態１によるソーラーシステムを示す構成図である。この図に示す
ように、本実施の形態のソーラーシステムは、貯湯式給湯機１、太陽光発電装置４０、パ
ワーコンディショナ４１、分電盤４２、ＨＥＭＳコントローラ４３等を備えている。太陽
光発電装置４０は、太陽光を受けて発電する太陽電池等を搭載しており、日の出から日の
入りまでの時間帯に太陽光発電を実行する。太陽光発電装置４０により発電された電力は
、パワーコンディショナ４１により直流から交流に変換され、分電盤４２に送電される。
【００１９】
　分電盤４２は、電力会社５０等の外部電源及び太陽光発電装置４０から電力の供給を受
けて、これらの電力を家庭に配置された複数の電気機器に分配するものである。分電盤４
２から給電される電気機器には、貯湯式給湯機１だけでなく、冷暖房機器等の他の電気機
器４４も含まれている。また、分電盤４２は、太陽光発電装置４０により発電した電力を
電力会社５０に売電する機能を備えている。
【００２０】
　ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）コントローラ４３は、家庭内に配置され
た複数の電気機器の作動状態を総合的に管理するもので、この電気機器には、貯湯式給湯
機１、太陽光発電装置４０及び他の電気機器４４が含まれている。ＨＥＭＳコントローラ
４３は、これら複数の電気機器及び分電盤４２に対して双方向のデータ通信を行う機能を
有し、各電気機器の作動状態及び消費電力を監視しつつ、分電盤４２を制御する。これに
より、ＨＥＭＳコントローラ４３は、各電気機器に対する電力の分配供給と、太陽光発電
装置４０による売電とを適切に制御する。
【００２１】
　上記制御の一例を挙げると、ＨＥＭＳコントローラ４３は、太陽光発電装置４０の発電
量が家庭内の電気機器の総消費電力よりも大きい場合に、太陽光発電により生じた余剰電
力を分電盤４２から電力会社５０に売電する制御を実行する。なお、分電盤４２及びＨＥ
ＭＳコントローラ４３は、本実施の形態における電力分配装置の具体例を構成している。
また、ＨＥＭＳコントローラ４３は、リモコン３１と同様に、ユーザ等により操作される
操作部を有し、この操作部に対する操作及び設定の内容を電力の分配制御に反映させる機
能を備えている。
【００２２】
　また、ＨＥＭＳコントローラ４３は、インターネット５１から気象情報及び電気料金情
報を含む各種の情報を取得する機能を備えている。この気象情報には、例えば貯湯式給湯
機１の設置場所での日の出時刻、日の入時刻、天候、外気温等の情報が含まれており、電
気料金情報には、時間帯別の買電料金及び売電料金（電気料金体系）に関する情報が含ま
れている。また、ＨＥＭＳコントローラ４３は、太陽光発電中であるか否かについての発
電情報を分電盤４２を介して検出し、この検出結果に基いて太陽光発電の実行時間帯の過
去の実績を履歴データとして蓄積（記憶）する機能を備えている。上記履歴データには、
太陽光発電の開始時刻及び終了時刻に関する情報が含まれている。なお、履歴データは、
ＨＥＭＳコントローラ４３により外部のサーバ等に蓄積する構成としてもよい。
【００２３】
　そして、ＨＥＭＳコントローラ４３は、必要に応じて、上記の気象情報、電気料金情報
、太陽光発電の発電情報及び履歴データを貯湯式給湯機１の制御装置３０に送信する。従
って、ＨＥＭＳコントローラ４３は、本実施の形態おける情報出力手段の具体例を構成し
ている。なお、上述した各種の情報及び履歴データは、分電盤４２により制御装置３０に
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送信する構成としてもよい。
【００２４】
　次に、貯湯式給湯機１の動作について説明する。まず、制御装置３０は、例えば外部給
湯流量センサ、風呂給湯流量センサの出力等に基いてユーザの給湯操作を検出した場合に
、給湯運転を実行する。給湯運転では、給湯混合弁１２と風呂混合弁１３のうち該当する
混合弁を制御することにより、外部給湯配管１５及び風呂給湯配管１６を介して外部に給
湯される温水の温度を目標給湯温度と一致させる。また、制御装置３０は、必要に応じて
、ヒートポンプユニット２により加熱した温水を貯湯タンク４に貯湯する沸き上げ運転を
実行する。
【００２５】
　沸き上げ運転は、例えば貯湯タンク４に貯湯されている温水の量（貯湯量）が沸き上げ
運転を必要とする基準貯湯量よりも減少した場合に実行される。具体的に述べると、制御
装置３０は、各タンク温度センサ２０の出力に基いて、貯湯タンク４内の温度分布を検出
し、この検出結果に基いて貯湯タンク４内の貯湯量を算出する。そして、算出した貯湯量
が基準貯湯量よりも少ない場合には、買電料金が割安な深夜時間帯等の電力割安時間帯を
利用して沸き上げ運転を実行する。なお、以下の説明において、深夜時間帯は、電力割安
時間帯の一例を示すものである。
【００２６】
　沸き上げ運転では、まず、減圧弁１１により減圧された水道水等の低温水を給水配管１
０から貯湯タンク４に供給する。そして、流路切換弁８によりヒートポンプ戻り配管７と
タンク上部戻し配管９とを連通した状態で、循環ポンプ５を作動させる。これにより、貯
湯タンク４の下部に滞留する低温水は、ヒートポンプ往き配管６に流出し、循環ポンプ５
を経由してヒートポンプユニット２に流入する。この低温水は、ヒートポンプユニット２
内で高温の冷媒と熱交換を行うことにより、加熱されて高温水となる。ヒートポンプユニ
ット２から流出した高温水は、ヒートポンプ戻り配管７、流路切換弁８及びタンク上部戻
し配管９を順次経由して貯湯タンク４の上部に流入し、貯湯タンク４に貯湯される。
【００２７】
　沸き上げ運転時には、制御装置３０により、前記各センサ２１～２３の出力に基いてヒ
ートポンプユニット２の出力及び循環ポンプ５の回転数が制御される。この制御は、例え
ば沸き上げ運転が一定の速度で実行され、かつ、ヒートポンプユニット２から流出する高
温水の温度が目標沸き上げ温度となるように実行される。目標沸き上げ温度は、リモコン
３１等により設定されるものである。
【００２８】
　また、沸き上げ運転は、深夜時間帯中に開始及び終了される。即ち、沸き上げ運転の実
行時間帯（沸き上げ運転の開始時刻から終了時刻までの時間帯）は、深夜時間帯に含まれ
るように設定される。具体的に述べると、制御装置３０は、まず、タンク温度センサ２０
の出力に基いて貯湯タンク４内の貯湯量を算出し、この算出結果と沸き上げ運転の目標貯
湯量との差分に基いて、沸き上げ運転を実行すべき時間長（実行時間）を算出する。なお
、目標貯湯量は、リモコン３１等により設定される。
【００２９】
　次に、制御装置３０は、沸き上げ運転の終了時刻として深夜時間帯の終了時刻（例えば
、午前７時）を選択した上で、この終了時刻から前記実行時間を逆算した時刻を沸き上げ
運転の開始時刻として設定する。なお、以下の説明では、上述した時刻の設定処理を「通
常の沸き上げ運転制御」と表記する。即ち、通常の沸き上げ運転制御では、沸き上げ運転
の終了時刻を深夜時間帯の終了時刻と一致させた上で、終了時刻から逆算して沸き上げ運
転の開始時刻を設定する。
【００３０】
　上述した通常の沸き上げ運転制御によれば、買電料金が割安な深夜時間帯に沸き上げ運
転を完了し、沸き上げ運転のコストを低減することができる。しかし、ＨＥＭＳを利用し
たソーラーシステムでは、沸き上げ運転等により電力を消費していると、太陽光発電によ
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り売電することができない。従って、通常の沸き上げ運転制御だけでは、例えば日の出時
刻が深夜時間帯の終了前に到来する場合等に、売電の機会を逃す可能性がある。このため
、制御装置３０は、気象情報、電気料金情報、給湯の有無に関する給湯情報、太陽光発電
の発電情報及び履歴データのうち少なくとも１つの情報に基いて、沸き上げ運転の実行時
間帯を補正する時間帯補正制御を実行する。
【００３１】
　以下、図３を参照して、時間帯補正制御の具体例について説明する。図３は、本発明の
実施の形態１において、制御装置により実行される制御の一例を示すフローチャートであ
る。この図に示すルーチンの各ステップは、深夜時間帯の範囲内で実行されるものとする
。また、このルーチンの開始時点においては、通常の沸き上げ運転制御で用いる沸き上げ
運転の開始時刻及び終了時刻が設定されているものとする。
【００３２】
　図３に示すルーチンにおいて、まず、ステップＳ１では、ＨＥＭＳコントローラ４３か
ら電気料金情報と気象情報とを取得する。そして、ステップＳ２では、取得した情報に基
いて日の出時刻が深夜時間帯の終了時刻よりも早いか否かを判定し、ステップＳ３では、
太陽光発電が可能な晴天等の天候であるか否かを判定する。ステップＳ２，Ｓ３のうち何
れかの判定が不成立の場合には、日の出時刻が深夜時間帯の終了後であったり、天候が雨
天、曇り等であるから、太陽光発電が深夜時間帯中に実行されないと判断する。この場合
には、時間帯補正制御を行わずに、ステップＳ４，Ｓ５に移行し、通常の沸き上げ運転制
御を実行する。
【００３３】
　一方、ステップＳ２，Ｓ３の両方が成立した場合には、太陽光発電が深夜時間帯中に実
行可能な状態である。この場合には、ステップＳ６以降において、太陽光発電の開始時刻
及び沸き上げ運転の実行時間帯を補正し、太陽光発電の実行可能な時間帯を避けて沸き上
げ運転を実行する制御（早期沸き上げ運転制御）を実行する。詳しく述べると、まず、ス
テップＳ６では、ＨＥＭＳコントローラ４３から太陽光発電の過去の実績、日の出時刻及
び天候の情報を取得し、この取得結果に基いて太陽光発電の開始時刻を現状に合わせて補
正する。
【００３４】
　次に、ステップＳ７では、通常の沸き上げ運転制御により設定されていた沸き上げ運転
の終了時刻を、前記ステップＳ６で算出した太陽光発電の開始時刻に基いて補正する。具
体的に述べると、ステップＳ７では、沸き上げ運転の終了時刻を太陽光発電の開始時刻よ
りも早い時刻に設定し、太陽光発電の開始前に沸き上げ運転が終了するようにする。上記
ステップＳ７の制御によれば、日の出時刻、天候等に応じて太陽光発電の開始時刻を変更
した場合には、この変更に対応して沸き上げ運転の終了時刻を適切に補正することができ
る。従って、太陽光発電の実行可能な時間帯を回避しつつ、沸き上げ運転を深夜時間帯に
完了し、太陽光発電を可能な範囲で最も早い時刻から開始することができる。
【００３５】
　次に、ステップＳ８では、太陽光発電による売電の効率が最大となる売電適合時間帯を
電気料金情報に基いて算出し、この売電適合時間帯に対して沸き上げ運転の実行時間帯が
重複しないように、沸き上げ運転の終了時刻を補正する。なお、ステップＳ７，Ｓ８に示
す２つの処理については、何れの処理を先に実行してもよい。また、本発明では、これら
２つの処理のうち何れか一方の処理のみを実行し、他方の処理は採用しなくてもよい。上
記ステップＳ８の制御によれば、売電適合時間帯には、太陽光発電による売電を優先的に
実行し、沸き上げ運転は、売電適合時間帯を回避して実行することができる。これにより
、高い売電効率を実現しつつ、沸き上げ運転も円滑に行うことができる。
【００３６】
　次に、ステップＳ９では、前記ステップＳ７，Ｓ８により算出した沸き上げ運転の終了
時刻と、前述した沸き上げ運転の実行時間とに基いて、沸き上げ運転の開始時刻を設定す
る。この開始時刻は、沸き上げ運転の終了時刻から前記実行時間を逆算した時刻として設
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定される。なお、本実施の形態では、貯湯式給湯機１の制御装置３０により、ＨＥＭＳコ
ントローラ４３から取得した情報に基いてステップＳ１～Ｓ９の処理を実行する場合を例
示した。しかし、本発明はこれに限らず、ＨＥＭＳコントローラ４３によりステップＳ１
～Ｓ９の処理を実行する構成としてもよい。この場合には、ＨＥＭＳコントローラ４３か
ら制御装置３０に沸き上げ運転の開始時刻及び終了時刻を送信し、送信された情報に基い
て制御装置３０により沸き上げ運転を実行すればよい。
【００３７】
　次に、ステップＳ１０では、通常の沸き上げ運転制御により沸き上げ運転の実行時間が
設定された後において、貯湯タンク４の貯湯量が減少したか否か、即ち、給湯運転が行わ
れたか否かを判定する。ステップＳ１０の判定が成立した場合には、給湯運転により貯湯
量が減少したので、ステップＳ１１に移行する。そして、ステップＳ１１では、通常の沸
き上げ運転制御により設定された開始時刻と比較して、沸き上げ運転の開始時刻を早い時
刻に補正し、沸き上げ運転の実行時間を延長する。一方、ステップＳ１０の判定が不成立
の場合には、ステップＳ１２に移行する。上記ステップＳ１０，Ｓ１１の制御によれば、
沸き上げ運転の実行時間が設定された後に、給湯運転により貯湯量が減少した場合でも、
その分だけ沸き上げ運転の実行時間を延長することができる。従って、沸き上げ運転によ
り得られる湯量を給湯使用量に応じて適切に補正することができる。
【００３８】
　次に、ステップＳ１２では、前記ステップＳ９により設定した開始時刻が到来したとき
に、沸き上げ運転を開始する。そして、ステップＳ１３では、沸き上げ運転の実行中に給
湯運転が実行されたか否かを判定し、この判定が成立した場合には、ステップＳ１４に移
行する。ステップＳ１４では、例えば沸き上げ運転の実行時間を一定に保持した状態で、
沸き上げ運転による温水の生成能力（以下、沸き上げ能力と称する）を給湯運転の非実行
時と比較して増加させる。沸き上げ能力を増加させる方法としては、ヒートポンプユニッ
ト２の目標加熱能力を高く変更する方法と、ヒートポンプユニット２による温水の目標沸
き上げ温度（目標加熱温度）を低く変更して沸上湯量を増やしたり、沸き上げ温度を高く
して、沸上げでの熱量を増やす方法がある。
【００３９】
　ここで、ヒートポンプユニット２による湯水の加熱能力（ｋＷ）は、例えばヒートポン
プユニット２の圧縮機の回転数、吐出量等に応じて変化するもので、目標加熱能力は、加
熱能力の目標値として設定される。制御装置３０は、ヒートポンプユニット２による実際
の加熱能力が目標加熱能力と一致するように圧縮機等を制御する。目標加熱能力を増加さ
せた場合には、湯水に付加される熱量が増加するので、沸き上げにより確保する熱量を一
定とした前提において、沸き上げ運転の実行時間を短縮することができる。
【００４０】
　一方、目標沸き上げ温度は、前述のようにリモコン３１等により設定されるが、必要に
応じて制御装置３０により変更される。目標沸き上げ温度を低くした場合には、ヒートポ
ンプユニット２の加熱能力を一定とした前提において、沸き上げる湯量を増加させること
ができるので、沸き上げ運転の実行時間を短縮することができる。しかも、ヒートポンプ
ユニット２においては、目標沸き上げ温度が低いほど沸き上げ運転の効率が高くなる傾向
があるので、加熱能力自体も増加させることができる。
【００４１】
　そして、ステップＳ１４では、このように沸き上げ能力を増加させた状態で、沸き上げ
運転を継続する。一方、ステップＳ１３の判定が不成立の場合には、ステップＳ１４の処
理を実行することなく、沸き上げ運転を継続する。そして、ステップＳ１５では、沸き上
げ運転の終了時刻が到来したときに、ヒートポンプユニット２及び循環ポンプ５を停止し
、沸き上げ運転を終了する。
【００４２】
　上記ステップＳ１３，Ｓ１４の制御によれば、沸き上げ運転の実行中に給湯が使用され
た場合でも、ヒートポンプユニット２の加熱能力または目標沸き上げ温度を高く変更する
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ことで対応することができる。これにより、沸き上げ運転の終了時刻を遅らせて実行時間
を延長する必要がないので、沸き上げ運転が太陽光発電の実行可能な時間帯に実行される
のを回避し、給湯使用時でも太陽光発電の実行時間を安定的に確保することができる。
【００４３】
　次に、ステップＳ１６では、早期沸き上げ運転制御による沸き上げ運転の終了後に給湯
が使用されたか否かを判定し、この判定が不成立の場合には本ルーチンを終了する。また
、ステップＳ１６の判定が成立した場合には、ステップＳ１７に移行し、深夜時間帯中に
限って追加の沸き上げ運転を実行する構成としてもよい。追加の沸き上げ運転では、ステ
ップＳ１８において、貯湯タンク４内の残湯量が目標貯湯量よりも増加したか否かを判定
し、この判定が成立した場合には、ステップＳ１９により沸き上げ運転を終了する。
【００４４】
　また、ステップＳ１８の判定が不成立の場合には、ステップＳ２０に移行し、深夜時間
帯の終了時刻が到来したか否かを判定する。そして、ステップＳ２０の判定が成立した場
合には、残湯量が目標貯湯量を超えていない状態でも、ステップＳ２１により沸き上げ運
転を終了する。これにより、上述したステップＳ１～Ｓ２１は、深夜時間帯中に全て終了
し、その後に天候、日照等の条件が揃った時点で太陽光発電が開始される。上記ステップ
Ｓ１６～Ｓ２１の処理によれば、沸き上げ運転の終了後であっても、給湯使用により貯湯
量が減少した場合には、深夜時間帯に余裕がある範囲で追加の沸き上げ運転を実行し、貯
湯量を可能な限り増加させることができる。
【００４５】
　次に、上記ステップＳ８の制御について、具体例を挙げて説明する。まず、前提条件と
して、貯湯式給湯機１の消費電力が毎分０．０５ｋＷであり、深夜時間帯の電力料金（買
電料金）が１ｋＷ当たり１２円であり、売電料金が１ｋＷ当たり４２円であるものとする
。単位時間当たりの太陽光発電量が深夜時間帯の単位時間当たりの電気料金を上回る時間
がある場合、沸き上げ開始時刻を前倒しすることによって経済効率を上げることができる
と考えると、上記記載の料金体系で在る場合一分間の発電電力による売電料金が貯湯式給
湯機１において一分間に使用する電力の電力料金（１２／（１／０．０５））＝０．６円
／分より高くなる条件は（０．６／４２）ｋＷ／分となる。この前提条件の下では、太陽
光発電により毎分（０．６／４２）ｋＷを超える電力量を売電すると、売電の経済効率が
深夜時間帯の電力使用効率を上回ることになる。即ち、高い売電効率を得るためには、発
電量が毎分（０．６／４２）ｋＷを越える時間帯を売電適合時間帯として、この売電適合
時間帯に太陽光発電を開始するのが好ましい。従って、例えば沸き上げ運転の実行時間帯
を午前１時から午前７時（深夜時間帯の終了時刻）までの時間帯に設定している状態で、
売電適合時間帯が午前６時半以降である場合には、沸き上げ運転の終了時刻を午前６時半
に補正し、これに伴って沸き上げ運転の開始時刻を午前０時半に補正する。
【００４６】
　次に、上記ステップＳ１０～Ｓ１４の制御について、具体例を挙げて説明する。まず、
前提条件として、ヒートポンプユニット２が９０℃の温水を毎分１リットル沸き上げる加
熱能力を有し、沸き上げ運転の実行時間が午前３時～６時半に設定されているものとする
。この前提条件において、例えば沸き上げ運転の開始前に９０℃の温水９０リットルが給
湯で使用された場合には、沸き上げ運転の開始時刻を１時間半早くすることで、給湯によ
る湯量の減少を補うことができる。そこで、この場合には、ステップＳ１１により沸き上
げ運転の開始時刻を午前３時から１時間半早くして、午前１時半に補正する。
【００４７】
　一方、沸き上げ運転の実行中に同様の給湯使用が行われた場合には、太陽光発電の開始
時刻を考慮すると、沸き上げ運転の終了時刻を遅らせることができない。そこで、この場
合には、ステップＳ１４により沸き上げ能力を高く変更することで、貯湯量の減少を補う
。具体的に述べると、例えば加熱能力の変更機能をもつヒートポンプユニット２において
、目標加熱能力を４．５ｋＷから６．０ｋＷに変更した場合には、湯水に付加される熱量
が約１．３倍に増加するので、沸き上げ運転の実行時間を短縮することができる。また、
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加熱能力の変更機能をもたないヒートポンプユニット２において、目標沸き上げ温度を低
くした場合には、前述のように沸き上げる湯量を増加させ、沸き上げ運転の実行時間を短
縮することができる。
【００４８】
　以上詳述した通り、本実施の形態によれば、太陽光発電装置４０の発電時間を十分に確
保し、発電した電力を電力会社５０に効率よく売電することができる。従って、太陽光発
電装置４０と組合わせた場合に、売電の効率を向上させることが可能な貯湯式給湯機１を
提供することができる。また、太陽光発電装置４０と貯湯式給湯機１とを効率よく連携さ
せることが可能なソーラーシステムを提供することができる。
【００４９】
　なお、前記実施の形態では、図３中のステップＳ２，Ｓ３，Ｓ６，Ｓ７，Ｓ８，Ｓ９，
Ｓ１０，Ｓ１１が時間帯補正手段の具体例を示している。ステップＳ２，Ｓ３は、太陽光
発電判定手段の具体例を示し、ステップＳ１３，Ｓ１４が沸き上げ能力変更手段の具体例
を示している。また、ステップＳ１６，Ｓ１７，Ｓ１８，Ｓ１９，Ｓ２０，Ｓ２１は、沸
き上げ追加手段の具体例を示している。一方、ステップＳ４，Ｓ５は、沸き上げ制御手段
の具体例を示している。
【００５０】
　また、前記実施の形態において、図３中のステップＳ６では、ＨＥＭＳコントローラ４
３から太陽光発電の過去の実績、日の出時刻及び天候の情報を取得し、この取得結果に基
いて太陽光発電の開始時刻を現状に合わせて補正する場合を例示した。この場合、本発明
では、ＨＥＭＳコントローラ４３及び制御装置３０が推定手段として機能することにより
、次のような補正処理を実行してもよい。この補正処理では、まず、気象情報の過去の履
歴データから推定した太陽光発電の開始時刻と、太陽光発電の実際の開始時刻（太陽光パ
ネルからの発電開始時刻）との差異に基いて当該太陽光発電の開始時刻（推定開始時刻）
を推定する（この差異は例えば太陽光パネルの設置環境（方角、他の建物の日陰の影響、
立地条件など）や気象情報の標準データと各々住宅の立地地点での個別の差で生じる）。
そして、沸き上げ運転が太陽光発電の実行可能な時間帯と重複しないように、沸き上げ運
転の実行時間帯を太陽光発電の推定開始時刻に基いて補正する。
【００５１】
　上記構成によれば、気象情報の過去の履歴データと、太陽光発電の実際の開始時刻との
差異に基いて太陽光発電の推定開始時刻を精度よく算出することができる。そして、この
推定開始時刻に基いて沸き上げ運転の実行時間帯を補正することができる。従って、太陽
光発電の実行可能な時間帯を回避しつつ、沸き上げ運転を深夜時間帯に完了し、太陽光発
電を可能な範囲で最も早い時刻から開始することができる。
【００５２】
　また、前記実施の形態では、少なくとも気象情報と、太陽光発電の実行時間帯の過去の
実績とに基いて沸き上げ運転の実行時間帯を補正する構成とした。しかし、本発明はこれ
に限らず、気象情報を使用せずに、太陽光発電の実行時間帯の過去の実績のみに基いて沸
き上げ運転の実行時間帯を補正する構成としてもよい。このように構成すれば、気象情報
の取得機能をもたないシステムにおいても、本実施の形態とほぼ同様の効果を得ることが
でき、システムの適用範囲を広げることができる。
【００５３】
　また、前記実施の形態では、電気料金情報及び気象情報をＨＥＭＳコントローラ４３等
によりインターネット５１から取得する場合を例示した。しかし、本発明はこれに限らず
、電気料金情報及び気象情報は、ＨＥＭＳコントローラ４３等の操作部をユーザが操作す
ることにより入力する構成としてもよい。
【００５４】
　また、本発明では、気象情報、電気料金情報、太陽光発電の発電情報及び履歴データを
ＨＥＭＳコントローラ４３により取得し、これらの情報から直接または間接的に得られる
情報の処理結果のみを貯湯式給湯機１の制御装置３０に送信する構成としてもよい。一方
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、本発明では、上記各情報の取得機能を貯湯式給湯機１に搭載し、これらの情報を制御装
置３０が単独で取得可能な構成としてもよい。これにより、貯湯式給湯機１の単体により
構成されるシステムでも、実施の形態１とほぼ同様の効果を得ることができる。
【００５５】
　また、前記実施の形態では、ヒートポンプユニット２を備えた貯湯式給湯機１を例に挙
げて説明したが、本発明は、このような給湯機に限定されるものではない。即ち、本発明
は、ヒートポンプ式以外の加熱方式を用いる加熱装置に適用してもよく、また、貯湯タン
ク４を備えていない給湯機（貯湯式以外の給湯機）に適用してもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１　貯湯式給湯機，２　ヒートポンプユニット（加熱装置），３　タンクユニット，４　
貯湯タンク，５　循環ポンプ，６　ヒートポンプ往き配管，７　ヒートポンプ戻り配管，
８　流路切換弁，９　タンク上部戻し配管，１０　給水配管，１２　給湯混合弁（給湯回
路），１３　風呂混合弁（給湯回路），１４　給湯配管（給湯回路），１５　外部給湯配
管（給湯回路），１６　風呂給湯配管（給湯回路），２０　タンク温度センサ，２１　流
入温度センサ，２２　流出温度センサ，２３　外気温センサ，３０　制御装置（推定手段
），３１　リモコン，４０　太陽光発電装置，４１　パワーコンディショナ，４２　分電
盤（電力分配装置），４３　ＨＥＭＳコントローラ（電力分配装置、情報出力手段、推定
手段），５０　電力会社（外部電源）

【図１】 【図２】



(13) JP 2014-163641 A 2014.9.8

【図３】



(14) JP 2014-163641 A 2014.9.8

フロントページの続き

(72)発明者  風間　史郎
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

